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昨
夏
、
シ
カ
ゴ
・
デ
ポ
ー
ル
大
学
主
催
の
第
一
回
池

田
・
創
価
教
育
国
際
会
議
に
お
い
て
、
私
は
「
四
権
分
立

構
想
」
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
大
学
紛
争
下
、
国
家
が
大

学
管
理
法
案
に
よ
る
規
制
を
強
め
た
一
九
六
九
年
、
池
田

大
作
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
に
よ
っ
て
同
構

想
が
発
表
さ
れ
た
。「
四
権
分
立
」
と
は
、
司
法
、
立
法
、

行
政
に
加
え
、
教
育
に
も
自
立
性
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ

る
。
池
田
会
長
は
そ
の
後
の
対
談
や
講
演
で
も
、「
教
育

国
連
」、
教
育
審
議
機
関
と
し
て
の
「
教
育
セ
ン
タ
ー
」

の
設
置
等
、
折
に
触
れ
て
教
育
の
自
立
性
の
確
保
、
す
な

わ
ち
「
教
育
権
の
独
立
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
。
本

稿
で
は
、
国
際
学
力
調
査
結
果
か
ら
「
教
育
権
の
独
立
」

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

二
〇
一
五
年
度
の
国
際
学
力
到
達
度
調
査
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）

に
お
け
る
教
育
分
権
の
国
際
比
較
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
責

任
の
所
在
は
、
委
譲
内
容
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
「
学
校
資
源
配
分
」
権
限
の
多

く
は
、
地
方
行
政
機
関
が
持
っ
て
い
る
（
五
二
％
）
一
方
、

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
決
定
」
は
、
校
長
が
最
も
重
要
な
権
限

を
持
っ
て
い
る
（
六
二
％
）。
こ
れ
は
、
経
済
協
力
開
発
機

構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
諸
国
平
均
と
比
較
し
て
も
独
特
な
状
況

で
あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
平
均
を
見
る
と
、「
学
校
資
源
配

分
」
に
関
し
て
最
も
大
き
な
権
限
を
持
つ
主
体
は
校
長
で

あ
り
（
三
九
％
）、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
決
定
」
は
教
師
が

一
番
権
限
を
持
っ
て
い
る
（
四
四
％
）。

　

私
は
、
政
府
の
意
思
決
定
権
限
を
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
平

均
の
よ
う
に
学
校
や
校
長
へ
た
ん
に
委
譲
す
れ
ば
い
い
と

言
い
た
い
訳
で
は
な
い
。
学
校
が
特
定
集
団
の
要
求
に
応

え
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
本
来
優
先
さ
れ
る
べ
き
子
ど
も

達
の
学
習
の
機
会
を
奪
う
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
政
府

や
学
校
が
担
う
責
任
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
国
や
地
域
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
も
構
わ
な
い
。
教
育
権
の
独
立
の
為
に
重
要

な
こ
と
は
、「
政
府
の
過
干
渉
」
を
防
ぐ
最
適
な
仕
組
み

を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
に
も
、
制
度
面
で
の
考
察

よ
り
も
、「
教
育
権
の
独
立
」
の
理
念
に
踏
み
込
ん
だ
考

察
・
議
論
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
冒
頭
に
示
し
た
国
際

会
議
は
、
多
様
な
価
値
観
の
研
究
者
が
集
い
、
四
権
分
立

構
想
の
理
念
を
洗
練
す
る
「
場
」
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

同
構
想
の
国
際
的
な
研
究
が
今
後
さ
ら
に
期
待
さ
れ
る
。

　
（
し
ま
だ　

け
ん
た
ろ
う
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）
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